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業 務 案 内

○給与計算代行

○労嘲保険(労災・雇用保険等)手続き代行

○社会保険(健康・厚生年金保険等)手続き代行

○人事、労務iこ関する相談

○就業規則、各種規程の作成 等

【例年と違う夏】全国から多くの見物客を集める国内の主要な祭りは8月に集中していますが、今年はその

ほとんどが中止となりました。各地の盆踊り大会の中止や、花火大会の延期・中止の発表も相次いでいます。

何より今年最大の目玉イベントになるはずだった五輪・パラリンピックが延期となり、例年の8月の風物詩

である全国高校野球も中止。一方で学校は春先の休校の遅れを取り戻すべく、今年は多くの自治体で夏休み

を短縮することを決めていますから、暑い盛りでも登下校に励む子どもたちを多く見かけることでしょう。

このように、今年は例年と違う夏、違う8月になることは間違いありません。一生のうちでもそれほど体験

することはない、特別な8月を愉しむ、という逆転の発想で乗り切りたいものです。



短時間労働者の厚生年金の適用拡大、 75歳までの

繰り下げ受給等公的年金の改正とその影響
公的年金制度改正の関連法案が国会で可決されました。これにより適用範囲や受給年齢の選択

範囲、在職老齢年金の見直しなどさまざまな制度改正が行われます。

20
20年5月29日、第201回

通常国会において、 「年金

制度の機能強化のための国民年金

法等の一部を改正する法律」が成

立し、 6月5日に公布されました。

今回の年金制度改正の大きなポ

イントは、 ①短時間労働者への適

用拡大、 ②年金の繰り下げ受給年

齢の選択範囲の拡充、 ③在職老齢

年金の見直しです。その他には、

確定拠出年金(iDeCo)の加入要

件の見直しなどもありますが、今

回は(‡xe嘔)についてまとめること

とします。

●被用者保険(厚生年金保険、健

康保険)の適用拡大(施行: 2022

年10月、 2024年10月)

厚生年金保険は、その道用事業

所に常時使用される70歳未満で、

1週間の所定労働時間および1カ

月の所定労働日数が同じ事業所で

働く正社員の4分の3以上である

者は、法律上、強制被保険者とな

ります。

ただし、この基準を満たさない

パート等の短時間労働者であって

も、厚生年金保険の被保険者数が

常時501人以上の適用事業所に使

用される者で、 ①1週間の所定労

働時間が20時間以上であること、

②1年以上の雇用期間が見込まれ

ること、 ③賃金月額が8万8000

円以上(残業代や一時金などは含

まない)であることの3つの条件

を満たす者(学生を除く)は被保

険者となります。

今回の改正では、パート等の短

時間労働者であっても被保険者と

をる適用事業所の規模要件が見直

され、 2022年10月1日からは被

保険者数が常時100人を超える事

業所、柳捌年10月l日からは常時

勅人を超える事業所へと拡大され

ることになりました。また、雇用

期間についても、前述(①の「1年

以上の雇用見込み」から「2カ月

超の雇用見込み」に短縮されます。

なお、 ①の労働時間要件および③

の賃金要件は現行のままです。

厚生年金保険および健康保険、

介護保険の保険料は事業主と被保

険者の折半負担です。今回の改正

による適用拡大でパート等の短時

間労働者を雇用する中小事業主に

とっては、さらに保険料の負担が

増えることになります。

また、これまで厚生年金の強制

適用事業所となるのは、法人経営

の事業所と、個人経営でも従業員

が常時5人以上いる事業所(農林

漁業やサービス業等を除く)でし

たが、新たに、弁護士、公認会計士、

税理士、社会保険労務士等の士業

事務所で常時従業員を5人以上使

用している場合は適用事務所とな

ります。

●年金の繰り下げ受給開始年齢の

選択肢の拡充(施行: 2022年

4月1日)

現在、 60歳台前半で支給され

る特別支給老齢厚生年金は別とし

て、老齢厚生年金および老齢基礎

年金は、原則として、 65歳から

の支給です。ただし、特例的に60

歳からの繰り上げ支給と66歳か

らの繰り下げ支給を選択すること

ができることになっています。こ

のうち、繰り下げ支給は70歳まで

となっていますが、改正により上

限が75歳まで拡大されることにな

転換点としての「立秋」

2020年の立秋は8月7日。その前とそれ以後で時候の挨拶が異なるのがポイ

ント。 「盛暑の候」「晩夏の候」「大暑の候」などは立秋前まで。以後は「立秋の候」

「残暑の候」 「早涼の候」など。

その他

「ひぐらし」 「西瓜」 「南瓜」「ほおずき」 「帰郷・帰省」「お

盆」 「寝苦しい日々が続きますが」 「夏パテの疲れが

たまっているこの頃ですが」

轍
鮒

囲
喜
田

ヽ

※ビジネスレターの書き出しのヒントになる言葉の例を毎月まとめます
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60歳 65歳 70歳

※世代としての平均的な給

付総額を示しており、個

人によっては受給期間が

平均よりも短い人、長い

人が存在する。

平均的な死亡年齢

(参考)繰り上げ・繰り下げによる減額・増額率

減額率・増額率は請求時点(月単位)に応じて計算される。

・繰り上げ減額率=0.5%※×繰り上げた月数(60歳-64歳) ※繰り上げ減額率は令和4年4月1日以降、 60歳に到達する方を対象として、 1月あたりOi4%に改正予定。

・繰り下げ増額率=0.7%×繰り下げた月数(66歳-75歳)

りました。

繰り下げ支給を選択した場合に

は、年金額が増額され、繰り下げ

1月あたり、プラス0.7%。繰り下

げ上限年齢75歳から支給を受け

るとすると65歳から支給を受け

るのと比べ、最大の84%の年金増

となります。この改正は、 2022年

4月1日以降に70歳に到達する

人(1952年4月2目以降に生まれ

た人)が対象となります。

労働力人口が減少する中で、高

年齢者の就業期間の長期化が進む

ことを考慮すれば支給開始年齢

上限の引き上げにより75歳から

84%増額された老齢年金を受給で

きることは、老後の安心にもつな

がります。とはいえ、 75歳から支

給を受け始めた場合の年金受給総

額が70歳から年金の支給を受け

た場合の年金受給総額を上回るの

は、概ね91歳以上まで長生きし

た場合となります。

●在職老齢年金の見直し(施行:

2022年4月)

60歳以上で老齢厚生年金の支給

を受けることのできる権利を取得

した人が、厚生年金保険の適用事

業所に就業し厚生年金保険に加入

した場合、老齢厚生年金の月額が

給料や賞与の額(総報酬月額)に

応じて調整され、老齢年金の一部

または全額が支給停止となる場合

があります。これを在職老齢年金

といいます。在職老齢年金には、

「60歳台前半(60-64歳)の在

職老齢年金」と「65歳以上の在職

老齢年金」があり、調整の仕組み

が異なります。

現在、 60-64歳に支給される

特別支給の老齢厚生年金は、支給

停止基準が月額28万円となって

います。これが47万円に引き上

げられます。現在、 65歳以上の在

職老齢年金は、年金月額と総報酬

月額の合計が47万を超えた場合

に支給調整されますので、この基

準と同じになったことになります。

したがって、 60歳台前半の老

齢厚生年金も改正後は年金月額と

総報酬月額の合計が47万円にな

るまでは年金が全額支給されるこ

とになります。これにより、現

在、 60歳台前半の在職者は、年金

支給停止を避けるために年金月額

と報酬月額の合計で28万円未満

となるような就業調整をする必要

がなくなり、就労時間や就労日数

を増やすこともできるようになり

ます。とは言っても、男性は2025

年度、女性は2030年度以降、 60

歳台前半の特別支給の老齢厚生年

金の支給はありません。したがっ

て今回の改正の影響を受けるの

は、男性では1957年4月2日一

1961年4月1日生まれの人、女性

では1957年4月2日一1966年4

月1日生まれの人のみと極めて限

定的です。

また、これまでは、 65歳以上の

在職老齢年金については、退職等

により厚生年金被保険者の資格を

喪失するまでは、年金額は改定さ

れませんでした(退職時改定とい

う)。しかし、今回の改正により、

1年に1回(毎年10月)加入期

間を年金額に反映して改定する

ことになりました(在職時改定)。

これにより、 65歳を過ぎても就労

を継続したことの効果が退職を待

たずに早期に年金額に反映されま

す。これにより、年金を受給しな

がら働く受給権者の経済基盤の充

実が図られることになりました。


